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厚生労働省大臣官房長 殿

警 察 庁 警 備 局 長

（ 公 印 省 略 ）

Ｇ20大阪サミット等開催に伴う警備協力について（要請）

貴台におかれましては、平素から警察運営に際して御理解と御協力を賜り、深く感謝

申し上げる次第です。

Ｇ20大阪サミット（金融・世界経済に関する首脳会合）等につきましては、首脳会合

が６月28日及び29日に大阪府において開催されます。また、関係閣僚会合につきまして

は、農業大臣会合が５月11日及び12日に新潟県において、貿易・デジタル経済大臣会合

及び財務大臣・中央銀行総裁会議が６月８日及び９日に、それぞれ茨城県及び福岡県に

おいて、持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合が６

月15日及び16日に長野県において、労働雇用大臣会合が９月１日及び２日に愛媛県にお

いて、保健大臣会合が10月19日及び20日に岡山県において、観光大臣会合が10月25日及

び26日に北海道において、外務大臣会合が11月22日及び23日に愛知県において、それぞ

れ開催されます。

Ｇ20大阪サミット等の開催をめぐっては、我が国に対する国際テロの脅威が継続して

いるほか、サイバー攻撃や右翼による違法行為の発生が懸念されるなど、厳しい情勢に

あり、首脳会合や関係閣僚会合の開催地における警戒警備の徹底はもちろんのこと、そ

れ以外の地域においても重要施設や公共交通機関等に対するテロ等違法行為の発生を未

然に防止するための対策を講じる必要があります。

警察では、国民の理解と協力を得て、国内外要人の身辺の安全をはじめとするＧ20大

阪サミット等の開催の安全及びその円滑な進行を確保するとともに、テロ等違法行為の

未然防止を図るため、全国警察の総力を挙げて各種対策を推進しております。

貴台におかれましても、本警備の重要性を御勘案の上、次の事項につきまして指導を

強化されるなど適切な措置を講じられますよう要請いたします。
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厚生労働省に対する要請事項

○ 各省庁共通要請事項

１ 自主警備体制の強化

２ 連絡体制の確立

３ 首脳会合・関係閣僚会合（以下「サミット等」という。）関連情報及び不審者等情

報の警察への通報連絡の徹底

４ サミット等開催場所周辺における大規模行事、公共工事、業務用車両利用及び小

型無人機等の使用の自粛

５ 業務用車両、小型無人機等の管理及び盗難・紛失時の警察への連絡の徹底

６ 身分証明書、制服等の管理及び盗難・紛失時の警察への連絡の徹底

７ 関係機関に対する交通規制内容の周知及びサミット等開催地における交通総量抑

制に向けた指導

８ サイバーセキュリティ対策の強化

○ 個別要請事項

１ サミット等開催地における救急医療体制の確立

２ ＮＢＣテロ対策に係る警察との連携強化

３ 爆発物の原料となり得る化学物質の販売事業者に対する管理強化の指導

４ 病院、研究所等に対する毒劇物、生物剤等の管理強化の指導

５ 研究所等における特定病原体等の管理強化

６ 旅館、ホテル等に対する食中毒防止をはじめとする衛生管理徹底の指導

７ 旅館、ホテル等に対する宿泊者名簿及び日本国内に住所を有しない外国人宿泊者の旅券

の写しの保存の徹底の指導

８ 警察部隊に対する医療支援

９ ドクターヘリ管理者等に対する管理強化の指導

10 サミット等開催場所周辺における緊急走行時の110番通報

11 重要インフラ事業者等に対する自主警備体制及びサイバーセキュリティ対策の強化の指導

12 飲食店、ホテル、劇場等に対する警戒強化の指導

13 住宅宿泊事業者等に対する宿泊者名簿への記載等の徹底の指導

14 G20岡山保健大臣会合における自主警備体制の強化と会合運営受託業者に対する適切な

指導

15 G20愛媛・松山労働雇用大臣会合における自主警備体制の強化と会合運営受託業者に対

する適切な指導

16 財務大臣・保健担当大臣合同セッション（仮称）における自主警備体制の強化と合同運

営受託業者に対する適切な指導


